
 

              去る６月３日、草津市立まちづくりセンターにおいて、平成２

4年度第1回理事会と第５回通常総会が開催されました。総会

では泉理事長の挨拶の後、松並卓見氏を議長に選出して、理事

会で事前に審議されました、２３年度事業報告と決算報告、２ 

４年度事業計画と事業予算につきそれぞれ承認されました。また今年度から成年後見セン

ターもだまが遂行する、法人成年後見業務等の事業の適正な運営を確保するために、運営

適正化委員会を設置する議案についても承認されました。    

 

総会終了後、湖南 4市 

からの受託事業である 

成年後見制度利用促進 

事業の一環として講演会を開催いたしました。 

今回は、知多地域成年後見センター事務局長の今井友乃氏 

を講師に迎え「成年後見制度を地域で活用するために・・」 

をテーマにご講演いただきました。知多地域では成年後見センターは地域のニーズから設

立され、その役割がますます重要になってきている。地域での活動は、行政との強い連携

と安定した財源のもとで、社協、ケアマネ、支援を提供する事業所など共に連携を取り合

っていくことが重要だというお話をされ、約７０名の方々が熱心に聴かれました。 

       もだま 平成２３年度の事業報告概要 

１．権利擁護・成年後見相談事業      ２．法人後見事業 受任総数    

相談内容 
 

親族・本人申し立て支援 23人 

市長申立支援 10人 

権利擁護・成年後見相談 22人 

 ３．成年後見制度普及・啓発事業     

 事 業 名 
 

講演会・シンポジウム ２回 

出前講座 ６団体 

もだま通信発行  ４回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もだま通信 

 Ｎｏ．２４   ２０１２．７．１ 発行 

 

草津市野村八丁目 5 番 19 号 

サニーハイツピア 105 号室 

TEL 077（598）0246 FAX077(598)0888 

E ﾒｰﾙ modama.npo@triton.ocn.ne.jp 

 

 

特定非営利活動法人 成年後見センターもだま 

 

編集後記 もだまも発足以来４年経ちました。順

調に事業も発展し、その間多くの方々のご協力と御支援を

いただき厚く御礼申しあげます。成年後見制度の重要性と

ニーズはますます増大する方向にあるため、今年度より、

湖南4四市 

 

 

 

 

 

湖南４市から成年後見制度利用促進事業を委託されました。それにより事業基盤の安定化をめざし、相談

員の増員など体制の強化が図り、ニーズの増加に対応していく予定です。今後も課せられた使命を果たし

ていきたいと思いますので、より一層のご支援をお願い致します。 

 

年度 後見 保佐 補助 合計 

20 年度 3 2 0 5 

21 年度 5 2 1 8 

22 年度 2 8 1 11 

23 年度 １８ ３ ３ ２４ 

合 計 ２８ 1５ ５ ４８ 

         



６月３日に開催しました講演会でのご質問に、その

一部ではありますがお答えさせて頂きます。      

 

Q：相談については無料ですか？支援（実践ケア）については有料ですか？ 

A：もだまへの相談は無料です。後見人が親族以外のいわゆる第三者後見人の場合は、後見報酬と事務

費用をご本人の財産からいただくことができます。後見報酬は、１年毎に家庭裁判所に後見事務報

告を提出すると同時に後見報酬付与申立てを行うと、家庭裁判所が後見報酬額を決めてくれます。

事務費用は後見活動・支援に必要な交通費や郵便代、手数料などの実費です。 

Q：制度を利用するために必要な費用は？ 

A：申立時に必要な費用は、申立書に添付する本人の戸籍謄本、住民票交付申請手数料、診断書代、、収

入印紙・郵便切手代の他、精神鑑定費用約５万円など合計すると概ね７万円程度です。ただし、精

神鑑定が不要になることもあります。 

  後見人が選任された後の費用は上記のとおりです。 

Q：後見人は本人が死亡後、どこまでみてくれますか？ 

A：後見人の任務は本人が死亡した時点で終了します。終了後、最終的な財産目録、収支計算書、後見

活動報告書を作成し、家庭裁判所へ報告します。その後、財産を相続人に引き継ぎます。本人の葬

儀等、死亡後の世話を行う必要はありませんが、身寄りのない人の場合は行政と相談します。 

Q：２４時間の支援体制の必要性、体制は？ 

A：被後見人の緊急時の対応として、２４時間連絡が可能な体制は必要と考えます。「緊急時」とは本人

の生活状況によって異なりますが、事故や病気による緊急受診や入院などが多く、後見人は病状確認

や入院手続きなどの支援が必要です。もだまでは個人ではなく法人で後見を受任しているため、 担

当者に連絡がつかない場合は、他の職員が対応することが可能で、法人後見のメリットと考えます。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★ 会員募集しています ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

成年後見センターもだまの活動に賛同・支援いただける方を募集しています。  

正会員年会費       個人１口  ３，０００円      賛助会員年会費     個人１口  ２，０００円 

団体１口 １０，０００円                      団体１口  ５，０００円  

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

 

昨年度に引き続き、滋賀県生命保険協

会様より助成金をいただきました。非常

に脆弱な財政事情であるもだまにとって

は、大変有り難く、頂戴させていただき

ました。今後も皆様の期待に応えるべく、

障がい者や高齢者の権利擁護活動に取り

組んでまいりたいと考えております。 

滋賀県遊技業協同組合様から車の寄贈を受け

ました。新たな活動用車両は「もだま３号」とし

て、従来の「もだま１号」「も 

だま２号」とともに、今 

後の活動の拡大に対して 

大いに活躍する予定です。 
 


